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合併浄化槽の申込案内について
本年度浄化槽設置整備事業の申込は令和元年１０月末日までとなっています。申込期日が近づいていますの

で、新築または改築を予定・施工されている方は、お早めにお申込みください。また、浄化槽設置工事は令和2年
２月末までに完成してください。
事前に設置申込書の提出が必要ですので、詳しくは下記までお問い合わせください。

■お問合せ　上下水道課 ☎２２－４８１４ ／ 中津地域振興課 ☎23－9503 ／ 美山地域振興課 ☎23－9505

～ 以上の件について詳しくは下記までお問い合わせください ～

単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への早期転換を
私たちが、台所や洗濯・風呂・トイレ等から流す生活排水は、川や海の水質汚濁の原因の一つになっています。単独処

理浄化槽では処理されないトイレ以外の生活雑排水は、生活排水全体の有機汚濁のうち７０％以上を占めるといわれて
います。　このため、生活雑排水も併せて処理する「合併処理浄化槽」に比べて、水質汚濁数値が８倍にもなります。

※水環境を守ることを目的として、平成１２年に浄化槽法が改正され単独処理浄化槽の新設は原則として禁止とな
り、既に設置されている単独処理浄化槽の使用者は、合併処理浄化槽への転換等に努めるものとされています。

集落排水施設ご利用のみなさんへ
使用人員が増減したら届出をしてください！

ビニール・タオル・下着・衛生用品・ティッシュペ－パ－・たばこの吸い殻等の水に溶けない物を下水道に流しますと、ポ
ンプの詰まりの原因になりますので、絶対に流さないよう注意してください。また自宅の下水桝では、定期的にゴミなど
を取り除き、清掃をお願いします。また誤って流した場合は、至急下記担当課まで連絡してください。
川辺地区の方は【上下水道課 ☎22－4814】　田尻地区の方は【中津地域振興課 ☎23－9503】

転入・転出・死亡・出生等により、集落排水施設の使用人員に変更があった場合は、使用料
金変更に係る届出が必要となりますので、役場へ書類の提出をお願いします。
※接続工事がまだお済みでない加入者につきましては、接続期限が過ぎていますので、お早
めにおつなぎください。

下水ポンプの故障が多く発生しています。

合併浄化槽の清掃料金減額について
下記条件を満たしていると思われる浄化槽管理者は、申請してください。

①対象人槽　８・１０人槽
②適用条件
⑴維持管理において過去３年間、浄化槽法に順じて浄化槽法第
１０条の浄化槽清掃および浄化槽保守点検、並びに同第１１条
検査を実施していること。

⑵法定検査において、適正な放流値が確認されている事。
⑶使用人員が２人以下であること。　等々
これらの条件が満たされていれば、清掃料金が減額されます。


